
 
 

  
 １１月２２日（金）、「市長との政策懇談会」がありました。 
 これは、会派と当局（市長・副市長・教育長・理事など）の懇談会です。 
  来年度予算の検討が始まるこの時期、会派と市長などが予算の話を中心に政策の 
議論をするというもの。 
 
 相崎が所属する会派「フォーラム伊丹」では、「Ｈ２６年度 予算要望書」を提出しました。“来年度の予算で
は、こうしてください”という会派からの要望をまとめたものです。 
 
                        右側 ： 当局。要望書を受け取ってくださっているのが藤原市長。 
                         左側 ： 議員。手前から保田議員・西村議員・齋藤議員・川上議員 
                             相崎・山薗議員・桜井議員。 
                           （会派幹事長として要望書を手渡しているのが相崎です。）  
 
                         予算要望書は、約１５ページにわたって来年度予算についての 
                        要望を記載しています。会派で議論を重ね作成したものです。多岐 
                        にわたっていますが、１項目ずつ文書で回答をもらう予定です。 
 
 懇談では、要望書からピックアップした事項（自転車安全対策・就学前の施設のあり方・本人通知制度の
策定など）や、空港の活性化・市立伊丹病院の分娩休止対策・いじめ対策など、様々に意見交換しました。 
 
 予算の正式な審議は３月議会で行われますが、その段階で予算案はほぼ確定しています。予算を検討す
る段階から議論を重ねることは極めて有意義であり、今後も予算検討に積極的に関わる所存です。 
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●１２月議会では、導入された「一問一答方式」にチャレンジ。１つずつ質問と答弁と重ねる新方式で
分かりやすい・議論が深められるというメリットあり。詳しくは次号のニュースでご報告しますが、これ
までの質問方式と異なるため、１２月前半はほぼ質問準備にかかりきりでした。コツもつかめました
ので、今後は一問一答方式をさらに駆使して本会議での議論を充実させるつもりです。（佐和子記）
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天気が良ければ毎日、近隣の公園などに遊びに行っているそう。この日も、伺った時間は子どもたちが外
出中とのことで静かでしたが、しばらくすると外遊びを終えた子どもたちが次々と元気に帰ってきていました。
 
 
たとか）、調理する様子がガラス越しでいつも見えます。子どもが食に興味を持つよう工夫されています。
 
 
購入したとのことで、雰囲気の良いおうちにお邪魔した感じです。まさに
 
 
ているとか。期待大です。
 
 
「合うかどうか」を感じたりするのですが（私もそうでした。なんとなく肌感覚でわかる）、ここは多くの保護者
が気に入るのではないかと思いました。
 
 
小規模保育
がりました。
アも。
 

予算要望書を提出！ 

アイデアいっぱい！「森のほいくえん」！

判断基準は“伊丹にとって良いか悪いか” ～12月議会より～ 

 
 １２月３日から２０日まで、１２月定例会（いわゆる１２月議会）が開催されました。 
  
 議会では、議案・請願・意見書などについて賛否を問い、議決(採決）するわけですが、今議会では少し珍
しいことが起こりました。意見書2件・請願1件について、賛否同数による議長決裁になったのです。 
 議員の賛否が同数の場合、最終的に議長による採決になるのですが、今議会では３件もその事例があっ
たわけです。議員２８人中、賛成１３名・反対１３名（欠席1名）で全くの同数。この場合、地方自治法１１６条１
項により、基本的に採決に加わらない議長が賛否をくだして採決することになるのです。 
 
 ちなみに賛否同数となったのは、以下の３件。 
意見書６号 消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書 
意見書７号 小学校５年生から中学校３年生まで当面３５人学級の実現を求める意見書 
請願３号｢小学校５年生から中学校３年生まで当面３５人学級の実現｣を県に要望することを求める請願書 
 
 議員になって約７年半、これまで伊丹市議会において賛否同数による議長決裁はほとんどありませんでし
た。理由の１つは、「どんな内容か」ではなく「誰が（どこが）提案したものか」によって賛否が決められていた
傾向が無きにしも非ずだったことではないかと、個人的に思っています。パワーゲーム的な側面で、検討前
から既に採択ｏｒ不採択が予測できるような事例もあったかと。 
 
 しかし、先の９月議会で議長決裁が１件発生、そしてこの１２月議会で３件発生しました。 
 通るか通らないか最後まで分からないため、提案者は要望の趣旨を議員に丁寧に説明し、議員側も内容
を吟味して検討せざるを得ないこの傾向は、私は基本的に歓迎すべきことだと捉えています。 
 
 議案も請願も意見書も、内容で判断すべきです。「誰が提案したか」「どこが提案したか」ではなく、「その内
容は伊丹にとって良いか悪いか」という是々非々で判断したい。そのために内容についての議論をしっかり
するべき。その姿勢でいっそう取り組んでいきたいと思っています。 


